
 

 

 
 

 

 
自
分
で
動
画
作
成
・
投
稿 

青
年
部
主
催
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
学
習
会

instagram

基
本
の
キ
の
第
3
回
が

開
催
さ
れ
9
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

こ
の
回
で
は

instagram

の
リ
ー
ル

動
画
の
作
成
と
投
稿
を
行
い
ま
し
た
。

前
回
、
チ
ラ
シ
や
投
稿
す
る
画
像
で

活
用
で
き
る
ア
プ
リ

Canva

を
使
っ

て
画
像
を
作
成
。
準
備
さ
れ
て
い
る

テ
ン
プ
レ
ー
ト
に
画
像
と
テ
キ
ス
ト

を
差
し
替
え
る
こ
と
で
、
手
軽
に
動

画
が
作
成
、
動
画
を
フ
ァ
イ
ル
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

instagram

に
投
稿
し
ま
し
た
。
次
にinstagram

だ
け
で
動
画
を
作
る
方
法
に
。

一
つ
の
動
画
に
3
つ
の
静
止
画
を
差
し
込
み
、
切
り
替
わ
る
際
の

効
果
を
変
え
る
方
法
ま
で
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
講
師
の
長

谷
川
さ
ん
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
で
解
説
し
て
か
ら
、
参
加
者
一
人
一
人

を
回
っ
て
丁
寧
に
教
え
て
回
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

健
康
診
断
・
ガ
ン
検
診
の
受
診
は
大
切
！ 

 

共
済
会
主
催
で
「
健
診
結
果
の
見
方
と
ガ
ン
予
防
」
と
題
し
て
講

習
会
を
開
催
し
、
14
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
講
習
会
は
吹
田

市
の
出
前
講
座
と
し
て
吹
田
市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら
保
健
師
の
方

に
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
初
に
健
診
っ
て
な
ぜ
受
け
る
の
か
と

い
う
初
歩
的
な
こ
と
か
ら
健
診
結
果
の
見
方
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
、

数
値
に
異
常
が
あ
れ
ば
自
己
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
医
師
に
相
談
し

て
治
療
が
必
要
な
ら
早
急
に
通
院
を
始
め
る
こ
と
が
大
切
。
ま
た
、

保
健
セ
ン
タ
ー
に
相
談
を
し
て
下
さ
い
。
続
い
て
ガ
ン
検
診
の
お
話

で
は
、
一
生
の
う
ち
に
2
人
に
1
人
が
ガ
ン
に
な
る
と
言
わ
れ
て

お
り
、
男
性
が
4
人
に
1
人
、
女
性
が
6
人
に
1
人
の
方
が
ガ

ン
で
命
を
落
と
し
て
い
ま
す
が
、
今
は
多
く
の
ガ
ン
は
早
期
発
見
が

で
き
れ
ば
90
％
以
上
が
治
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

健
康
診
断
と
会
わ
せ
て
ガ
ン
検
診
も
受
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大

切
と
の
こ
と
で
し
た
。 

参
加
者
の
方
か
ら
、
「
自
分
は
5
年
前
に

ガ
ン
が
見
つ
か
り
手
術
を
受
け
た
経
験
が
あ
る
。
で
も
す
で
に
5

年
以
上
が
経
っ
て
い
る
た
め
医
師
か
ら
も
う
心
配
な
い
と
言
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
も
毎
年
検
診
を
受
け
て
い
て
早
期
に
見
つ
か
っ
た
か
ら

だ
と
思
う
」
と
発
言
が
あ
り
、
参
加
者
が
健
康
診
断
と
ガ
ン
検
診
を

受
け
る
大
切
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。 

 
 伝

言
板 

府
営
住
宅
総
合
募
集 

12
月
2
日
か
ら
12
月
16
日
ま
で 

申
込
書
は
民
商
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。 

 

年
末
調
整
実
務
会 

会
場 

吹
田
民
商
会
館
1
階 

12
月
16
日
（
月
）
19
時
00
分
・
12
月
20
日
（
金
）
14
時
00
分 

1
月
7
日
（
火
）
14
時
00
分
・
1
月
9
日
（
木
）
19
時
00
分 

1
月
16
日
（
木
）
19
時
00
分 

確
定
申
告
の
準
備
を
始
め
ま
し
ょ
う 

今
週
の
商
工
新
聞
と
一
緒
に
会
員
の
皆
さ
ん
に
は
自
主
計
算
パ
ン

フ
２
０
２
５
を
配
達
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
税
金
を
巡
る
情
勢
や

納
税
者
の
権
利
、
記
帳
決
算
、
所
得
税
や
消
費
税
の
申
告
書
作
成
に

つ
い
て
解
説
し
て
い
ま
す
の
で
是
非
お
読
み
く
だ
さ
い
。
特
に
今
回

は
定
額
減
税
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。 

(1)
収
支
計
算 

２
０
２
４
年
（
令
和
5
年
分
）
収
支
計
算
書
・
減
価
償
却
計
算
書 

① 

集
計
表
（
売
上
・
給
与
・
仕
入
・
外
注
） 

計
算
の
仕
方
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
日
常
的
な
自
主
計
算
活
動
を
」

（
自
主
計
算
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
２
０
２
５
）
の
「
所
得
金
額
の
計
算
の

仕
方
」
（
P31
～
33
）
や
科
目
の
分
け
方
は
「
所
得
税
・
消
費
税
の

計
算
（
損
益
計
算
書
）
」（
中
綴
じ
）
、「
経
費
早
見
表
」（
P72
）
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。 

(2)
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書 

① 

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
・
地
震
保
険
料
控
除
証
明
書 

10
月
中
旬
に
保
険
会
社
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
保
険
会
社

や
支
払
方
・
契
約
時
期
に
よ
っ
て
届
く
時
期
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
）
申
告
書
に
添
付
し
て
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
（
給
与
収
入
が
あ
り
勤
務
先
で
年
末
調

整
を
す
る
場
合
は
勤
務
先
へ
提
出
し
、
交
付
を
受
け
た
源
泉
徴
収
票

が
代
わ
り
に
な
り
ま
す
。） 

② 

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書 

11
月
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
申

告
書
に
添
付
し
て
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。
（
給
与
収
入
が
あ
る
場
合
は
生
命
保
険
料
控
除
証
明

書
な
ど
と
同
様
で
す
。） 

③ 

国
民
健
康
保
険
料
納
付
額
確
認
書 

吹
田
市
で
は
国
保
加
入
世
帯
へ
1
月
下
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

申
告
書
を
作
成
す
る
と
き
に
支
払
金
額
の
確
認
の
た
め
必
要
で
す
。 

(3)
源
泉
徴
収
票
（
給
与
所
得
や
公
的
年
金
な
ど
） 

給
与
や
公
的
年
金
の
収
入
・
所
得
金
額
、
社
会
保
険
料
控
除
や
源

泉
徴
収
税
額
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
で
す
。 

(4)
扶
養
親
族
の
所
得
金
額
の
確
認 

収
入
が
あ
る
扶
養
親
族
が
い
る
場
合
は
、
必
ず
源
泉
徴
収
票
な
ど

で
収
入
や
所
得
金
額
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
給
与
収
入
で
103
万

円
（
所
得
金
額
48
万
円
）
を
超
え
る
と
扶
養
対
象
親
族
に
は
な
り

ま
せ
ん
。
配
偶
者
の
所
得
金
額
が
48
万
円
超
133
万
円
以
下
の
場
合

は
配
偶
者
特
別
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
P50
～
53
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。 

(5)
医
療
費
控
除
の
領
収
書
な
ど 

年
間
の
医
療
費
が
10
万
円
以
下
で
も
控
除
が
適
用
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
P51
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
適
用
に
は
医
療
費
の
明

細
書
を
作
成
し
て
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

(6)
住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書 

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
適
用
す
る
方
は
必
要
で
す
。
金
融
機

関
か
ら
10
月
中
旬
に
届
き
ま
す
。
（
た
だ
し
そ
の
年
の
10
月
以
降

に
契
約
し
た
場
合
は
翌
年
に
な
り
ま
す
。） 

(7)
生
命
保
険
の
満
期
返
戻
金
の
通
知
書 

満
期
返
戻
金
を
受
け
取
る
と
支
払
調
書
（
受
取
金
額
と
支
払
保
険

料
の
総
額
が
わ
か
る
も
の
）
が
届
き
ま
す
。
申
告
書
を
作
成
す
る
た

め
に
必
要
で
す
。 


